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全国町村等職員弔慰金規程

第１章　総　　則

（目　的）

第１条 全国の町村等の職員の生活の安定と勤労意欲の向上を図りもって、職務に専念せしめ

ることを目的として、全国町村会は全国町村等職員弔慰金制度を実施する。

（実施方法）

第２条 前条の弔慰金制度の運営は、全国町村会が自ら保険契約者となり、都道府県町村会を

事務取扱者とし町村等の職員を被保険者として大樹生命保険株式会社（以下「保険会社」とい

う。）と傷害特約付団体定期保険契約を締結し、被保険者が死亡又は障害になった場合、弔慰金

等を支払うものとする。

（加入団体）

第３条 加入団体は、次に掲げる団体で所属職員を被保険者とすることを申し出た団体とする。

（1）町村

（2）町村等で組織若しくは設置する地方自治法に規定する特別地方公共団体

（3）系統町村会

（4）保険期間中に市制を施行し、又は、市へ合併した町村であって、引き続き、この弔慰金制

度に加入することを希望し、全国町村会長が認めた市

（5）その他町村の団体で全国町村会長が認めた団体

（被保険者）

第４条 被保険者は、前条の加入団体に所属する次の職にある者とする。ただし、新規に加入

する者または増額して加入する者は、別に定める健康等の加入条件（告知事項）に該当する者

でなければならない。かつ、新規に加入する者は本弔慰金制度の加入者となることに同意して

いる者でなければならない。

（1）町村長、副町村長、常勤の職員

（2）前条第２号から第５号までに掲げる団体の長及び常勤の職員

（3）前各号に掲げる職員の最終更新時加入年齢は85歳６ヵ月までとする。

２．加入団体は、原則として有資格者全員を被保険者としなければならない。

（保険期間）

第５条 加入日（責任開始期）は毎年５月１日とし、保険期間は、５月１日に始まり翌年４月

30日に終わる１年で、毎年契約を更新するものとする。

第２章　弔慰金及び掛金

（弔慰金額）

第６条 弔慰金の額は、被保険者１人につき30万円から150万円までの10万円単位の額とし、加

入団体において任意に設定するものとする。
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（弔慰金の支払）

第７条 弔慰金は、被保険者が次の各号のいずれかに該当した場合に支払う。

（1）被保険者が保険期間中に死亡したとき。

（2）被保険者が加入後の傷害又は疾病を直接の原因として保険期間中に、別表５の高度障害状

態のうちいずれかに該当したとき（以下「高度障害」という。）。

２．高度障害により弔慰金が支払われた場合には、その被保険者についての契約は消滅する。

３．前第１項に該当する場合においても、次に掲げる場合は弔慰金を支払わないものとする。

（1）保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき、又は高度障害に至らしめたとき。

（2）被保険者が故意に高度障害になったとき。

（3）被保険者が戦争その他の変乱によって死亡又は高度障害となったとき。

ただし、戦争その他の変乱によって死亡又は高度障害の状態となった被保険者の数の増加が、

この団体定期保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと保険会社が認めた場合には、その程度

に応じ弔慰金の全額を支払い、又はその金額を削減して支払うものとする。

（4）新規に加入する者または増額して加入する者の告知事項について、事実と相違し、当該被

保険者に対する部分が解除されたとき。

（5）被保険者に詐欺の行為または弔慰金の不法取得目的があって、その被保険者に対する部分

が取消しまたは無効とされたとき。

（6）弔慰金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によりその被保険者に対する

部分が解除されたとき。

（7）高度障害の弔慰金の原因となる疾病・傷害が加入（増額）日前に生じていたとき（その疾

病や傷害等について告知があった場合を含む。）。

（災害保険金の支払）

第８条 被保険者が保険期間中に次の各号に掲げる事由に該当した場合には、その被保険者に

ついて定められた弔慰金の額と同額の金額を、災害保険金として加算して支払うものとする。

（1）被保険者が加入後に発生した別表２に定める偶発的な外来の事故（以下「不慮の事故」と

いう。）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡したとき。

（2）被保険者が加入後に発病した別表６に定める感染症を直接の原因として死亡したとき。

２．前項の規程によって災害保険金を支払う場合、その災害保険金の支払の原因となった同一の

不慮の事故による第９条に規定する障害給付金を支払っているときは、災害保険金から既払の

障害給付金を差引くものとする。

３．前第１項に該当する場合においても、次に掲げる理由によるときは災害保険金を支払わない

ものとする。

（1）被保険者または災害保険金受取人・障害給付金受取人の故意又は重大な過失によるとき。

（2）被保険者の犯罪行為によるとき。

（3）被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき。

（4）被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき。

（5）被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。

（6）被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事

故によるとき。
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（7）地震、噴火又は津波によるとき。

（8）戦争その他の変乱によるとき。

（9）新規に加入する者または増額して加入する者の告知事項について、事実と相違し、当該被

保険者に対する部分が解除されたとき。

（10）被保険者に詐欺の行為または災害保険金の不法取得目的があって、その被保険者に対する

部分が取消しまたは無効とされたとき。

（11）災害保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によりその被保険者に対

する部分が解除されたとき。

（12）災害保険金の原因となる疾病・傷害が加入（増額）日前に生じていたとき（その疾病や傷

害等について告知があった場合を含む。）。

４．前項第７号又は第８号の事由によって死亡し、又は身体障害の状態になった被保険者の数の

増加が、この特約の計算基礎に及ぼす影響が少ないと保険会社が認めた場合には、その程度に

応じ災害保険金の全額を支払い、又はその金額を削減して支払うものとする。

（障害給付金の支払）

第９条 被保険者が加入後の不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から起算して180日以

内の保険期間中に別表３の給付割合表第１級から第６級までに定める種目のいずれかの身体障

害の状態に該当したときには、第10条に定める金額の障害給付金を支払うものとする。

２．被保険者が前項の規定に該当する場合でも、その受けた障害の原因が第８条第３項に掲げる

事由によるものである場合は、障害給付金は支払わないものとする。

３．前第８条第１項の規定によって災害保険金が支払われた後に、その災害保険金の支払の原因

となった同一の不慮の事故による障害給付金の請求があっても支払わない。

（障害給付金額）

第10条 前条に定める障害給付金の額は、次のとおりとする。

（1）身体障害の状態が給付割合表の１種のみに該当する場合には、その被保険者について定め

られた災害保険金額に給付割合表のその該当する種目に対応する給付割合を乗じて得られる

金額とする。

（2）身体障害の状態が給付割合表の２種目以上に該当する場合には、その該当する種目ごと

（ただし、別表４に定める身体の同一部位に生じた２種目以上の障害については、そのうち最

も上位の種目のみ）に前号の規定を適用して得られる金額の合計額とする。

２．前項各号の適用にあたっては、既に給付割合表に該当する身体障害のあった身体の同一部位

に生じた身体障害については、既にあった身体障害（本項において「前障害」という。）を含め

た新たな身体障害の状態が該当する最も上位の種目に対応する給付割合から、その前障害の状

態に対応する給付割合（２種目以上に該当する場合には、最も上位の種目に対応する給付割合）

を差引いて得られる割合を、その身体障害についての給付割合とする。

３．同一の被保険者についての障害給付金の支払割合は、同一の不慮の事故又は同一の保険期間

において通算して、10割をもって限度とする。

（掛　金）

第11条 掛金は、弔慰金額10万円につき300円とする。

２．保険期間の中途で加入する場合の掛金の額は、別表１に掲げる金額とする。
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第３章　加入事務並びに弔慰金等請求手続き

（加入手続）

第12条 弔慰金制度に加入を希望する団体は、別に定める加入申込書類並びに掛金を保険期間

開始の日（５月１日）までに都道府県町村会を経由し、全国町村会に提出するものとする。

（中途加入及び更新の時期）

第13条 新たに加入する団体又は加入団体において新たに採用、その他の理由により加入資格

を取得した者が生じたときは、保険期間中途においても加入できるものとする。その場合の加

入日（責任開始日）は、毎月１日とし、加入日（責任開始日）の前月末までに加入申込書類並

びに掛金を全国町村会に提出するものとする。

２．保険契約の更新は、加入団体にあらかじめ送付される契約更新の通知により更新手続きをす

るものとする。

（全員一括加入）

第14条 加入団体が第13条第２項に規定する保険期間の更新期において、その団体内の加入資

格者全員を同一額で加入している場合は、保険契約の更新期において別に定める加入申込書類

により加入手続きをすることができるものとする。

（脱　　退）

第15条 退職等により保険期間の中途に職員の資格を失った場合は、被保険者の資格もなくな

るものとする。その場合は、被保険者の資格を失った日の翌月１日をもって脱退とし、脱退日

以降の効力はなくなり、脱退日より保険年度末までの未経過月掛金を返金する。

（解　　除）

第16条 新規に加入する者または増額して加入する者の告知事項について、故意または重大な

過失によって事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたとき、その被保険者に対

する部分を解除することができるものとする。

２．弔慰金等を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によるときには、その被保険

者に対する部分を解除することができるものとする。

３．前２項の規定により解除された被保険者に係る掛金は、払い戻しを行わないものとする。

ただし、未経過月掛金があれば返金する。

（弔慰金・災害保険金・障害給付金の請求手続）

第17条 弔慰金、災害保険金、障害給付金の支払を受けるべき事由が生じた場合には、加入団

体長（町村長若しくは加入団体の代表者）は、その都度弔慰金請求書に次の各号に掲げる書類

を都道府県町村会を経由し、全国町村会に提出するものとする。

（1）死亡の場合は、除籍謄（抄）本及び死亡診断書

（2）高度障害、障害の場合は、障害診断書

（3）第８条又は第９条に規定する不慮の事故の場合は、不慮の事故であることを証する書類

（弔慰金等の受取人）

第18条 弔慰金等の受取人は、加入団体長とし、全国町村会から受領した弔慰金等は、弔慰金

等として被保険者本人又は遺族に交付するものとする。ただし、加入団体長が認めた場合は、

加入団体長が指図する被保険者本人又は遺族の指定金融機関へ振込むことができるものとする。
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（弔慰金等の支払期限）

第19条 弔慰金等の支払期限が別に定める支払期限を超えた場合は、保険会社は弔慰金等とと

もに遅延利息を支払うものとする。

第４章　制度の運営

（剰余金の処分）

第20条 保険期間満了後、払込保険料総額から支払保険金、事務費等を控除し、なお剰余があ

る場合は、その剰余金を加入団体に対し払込掛金に応じ按分して還付する。

（制度運営費）

第21条 掛金の一部を制度運営の費用に充当する。

第５章　雑　　　則

（保険約款規定の適用）

第22条 この規定に別段の定めがない場合には、保険会社の団体定期保険普通保険約款並びに

同傷害特約条項の規定を適用する。

（細則の規定）

第23条 本制度の運営に関する事務取扱要領等については、別にこれを定める。

附　　　則

１．この規程は、平成３年５月１日から施行し、同日以降契約期間の開始するものから適用する。

２．全国町村及び系統町村会職員弔慰金規程（昭和25年12月６日施行）及び同施行細則（昭和25

年12月６日施行）は、平成３年４月30日限り廃止する。

３．この規程施行前に加入があって弔慰金等を請求する事由が生じていた場合は、この規程にか

かわらず従前の例により請求できるものとする。

附　則

この規程の一部改正は、平成８年７月31日から施行し、平成９年５月１日以降の日に契約期

間の開始するものから適用する。

附　則

この規程の一部改正は、平成12年５月１日から施行し、同日以降契約期間の開始するものか

ら適用する。

附　則

この規程の一部改正は、平成13年12月13日から施行し、改正後の第11条第１項、第20条及び

別表１の規程は、平成14年５月１日以降契約期間の開始するものから適用する。

附　則

この規程の一部改正は、平成14年９月19日から施行し、同日以降契約期間の開始するものか

ら適用する。
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附　則

この規程の一部改正は、平成18年４月１日から施行し、同日以降契約期間の開始するものか
ら適用する。

附　則

この規程の一部改正は、平成18年５月１日から施行し、同日以降契約期間の開始するものか
ら適用する。

附　則

この規程の一部改正は、平成19年５月１日から施行し、同日以降契約期間の開始するものか
ら適用する。

附　則

この規程の一部改正は、平成20年５月１日から施行し、同日以降契約期間の開始するものか
ら適用する。

附　則

この規程の一部改正は、平成22年４月１日から施行し、施行日前に契約期間が開始されたも
のについても、適用する。

附　則

この規程の一部改正は、平成22年５月１日から施行し、同日以降契約期間の開始するものか
ら適用する。

附　則

この規程の一部改正は、平成25年５月１日から施行し、同日以降契約期間の開始するものか
ら適用する。

別表１

年次中途加入する場合の平均掛金の額は、次のとおりとする。
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加 入 時 期
平　均　掛　金

（弔慰金10万円につき）

５月１日

６月１日

７月１日

８月１日

９月１日

10月１日

11月１日

12月１日

１月１日

２月１日

３月１日

４月１日

300円

275円

250円

225円

200円

175円

150円

125円

100円

075円

050円

025円



別表２ 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、表１によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故（ただ

し、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したと
きには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。）で、かつ、平成６年10
月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計
分類提要ICD－10（2003年版）準拠」に記載された分類のうち表２に定めるものをいいます（た
だし、表２の「除外するもの」欄にあるものを除きます）。
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１. 急激

表１　急激・偶発・外来の定義
用語 定義

事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。（慢性、反復性、
持続性の強いものは該当しません。）

２. 偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。（被
保険者の故意に基づくものは該当しません。）

３. 外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。（疾病や疾病に起因するもの等身
体の内部に原因があるものは該当しません。）

１. 交通事故
２. 不慮の損傷のその他の外因

３. 加害にもとづく傷害および死亡
４. 法的介入および戦争行為
５. 内科的および外科的ケアの合併症

・転倒・転落
・生物によらない機械的な力への曝露（注1）

・生物による機械的な力への曝露
・不慮の溺死および溺水
・その他の不慮の窒息

・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧へ
　の曝露
・煙、火および火炎への曝露
・熱および高温物質との接触
・有毒動植物との接触
・自然の力への曝露

・有害物質による不慮の中毒および有害物質への
　曝露（注2）（注3）

・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬
　物、薬剤および生物学的製剤によるもの（注3）
・外科的および内科的ケア時における患者に対す
　る医療事故
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療
　用器具によるもの

・飢餓・渇

・騒音への曝露
・振動への曝露

・自然の過度の高温への曝露中の気象条件によるも
　の（熱中症、日射病、熱射病等）
・疾病の診断、治療を目的としたもの

・無理ながんばり、旅行および欠乏状態

・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露

・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の
　運動中の過度の肉体行使、レクリエーション、そ
　の他の活動における過度の運動
・旅行および移動（乗り物酔い等）
・無重力環境への長期滞在

・合法的処刑
・疾病の診断、治療を目的としたもの

・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の
　状態にある者の次の誤嚥〈吸引〉
　胃内容物の誤嚥〈吸引〉
　気道閉塞を生じた食物の誤嚥〈吸引〉
　気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥〈吸引〉

・高圧、低圧および気圧の変化への曝露（高山病等）

表２　対象となる不慮の事故の分類項目

分類項目 除外するもの

・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科
　的およびその他の医学的処置で、処置時には事
　故の記載がないもの

（注１）「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
（注２）洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒

（ブトー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒）およびアレルギー性・食事性・中毒性
の胃腸炎、大腸炎は含まれません。

（注３）外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎等は含まれません。



別表３ 給　付　割　合　表
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等　級 身　体　障　害 給付割合

第１級

１　両眼の視力を全く永久に失ったもの

２　言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

３ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に

介護を要するもの

４ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失っ

たもの

５ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失っ

たもの

６ １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったか

またはその用を全く永久に失ったもの

７ １上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失った

もの

10割

第２級

８　１上肢及び１下肢の用を全く永久に失ったもの

９　10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

10 １肢に第３級の13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、

他の１肢に第３級の13から15まで、または第４級の21から25までのい

ずれかの身体障害を生じたもの

11 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

７割

第３級

12 １眼の視力を全く永久に失ったもの

13 １上肢を手関節以上で失ったかまたは１上肢の用もしくは１上肢の

３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの

14 １下肢を足関節以上で失ったかまたは１下肢の用もしくは１下肢の

３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの

15 １手の５手指を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）

を含んで４手指を失ったもの

16 10足指を失ったもの

17 脊柱に著しい奇形または運動障害を永久に残すもの

５割

18 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの

19 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの

20 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に

日常生活動作が著しく制限されるもの
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第４級

21 １上肢の３大関節中の１関節の用を全く永久に失ったもの

22 １下肢の３大関節中の１関節の用を全く永久に失ったもの

23 １下肢が永久に５センチ以上短縮したもの

24 １手の第１指（母指）および第２指（示指）を失ったかまたは第１

指（母指）および第２指（示指）のうち少なくとも１手指を含んで３

手指以上を失ったもの

25 １手の５手指の用を全く永久に失ったかまたは第１指（母指）およ

び第２指（示指）を含んで３手指以上の用を全く永久に失ったもの

26 10足指の用を全く永久に失ったもの

27 １足の５足指を失ったもの

３割

第５級

28 １上肢の３大関節中の２関節の機能に著しい障害を永久に残すもの

29 １下肢の３大関節中の２関節の機能に著しい障害を永久に残すもの

30 １手の第１指（母指）もしくは第２指（示指）を失ったか、第１指

（母指）もしくは第２指（示指）を含んで２手指を失ったかまたは第

１指（母指）および第２指（示指）以外の３手指を失ったもの

31 １手の第１指（母指）および第２指（示指）の用を全く永久に失っ

たもの

32 １足の５足指の用を全く永久に失ったもの

33 両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの

34 １耳の聴力を全く永久に失ったもの

35 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの

36 脊柱（頸椎を除く）に運動障害を永久に残すもの

1.5割

第６級

37 １上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を永久に残すもの

38 １下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を永久に残すもの

39 １下肢が永久に３センチ以上短縮したもの

40 １手の第１指（母指）もしくは第２指（示指）の用を全く永久に失っ

たか、第１指（母指）もしくは第２指（示指）を含んで２手指以上の

用を全く永久に失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）

以外の２手指もしくは３手指の用を全く永久に失ったもの

41 １手の第１指（母指）および第２指（示指）以外の１手指または２

手指を失ったもの

42 １足の第１指（母指）または他の４足指を失ったもの

43 １足の第１指（母指）を含んで３足指以上の用を全く永久に失った

もの

１割



備　考

１　常に介護を要するもの

「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・

起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

２　日常生活動作が著しく制限されるもの

「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、お

よび衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難でその都度他人の介護を要する状

態をいいます。

３　眼の傷害（視力傷害）

（1）視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。

（2）「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合を

いいます。

（3）「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06以下になって回復の見込みのない

場合をいいます。

（4）視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

４　言語またはそしゃくの障害

（1）「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。

① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち３種以上の発音

が不能となり、その回復の見込がない場合

② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回

復の見込がない場合

③　声帯全部のてき出により発音が不能な場合

（2）「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、

発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意志の

疎通が困難となり、その回復の見込がない場合をいいます。

（3）「そしゃく機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、

その回復の見込のない場合をいいます。

（4）「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の

飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込みがない場合をいいます。

５　耳の障害（聴力障害）

（1）聴力の測定は、日本工業規格（昭和57年８月14日改定）に準拠したオージオ・メーターで

行います。

（2）「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000ヘルツにおける聴力レベル

をそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、
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（a＋２b＋c）

の値が、90デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込のない場

合をいいます。

（3）「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記（2）の　　（a＋２b＋c）の値が70デシ

ベル以上（40cmを超えると話声語を理解しえないもの）で回復の見込のない場合をいいます。

６　鼻の障害

（1）「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の２分の１以上を欠損した場合をいいます。

（2）「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復

の見込のない場合をいいます。

７　上・下肢の障害

（1）「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、

上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関

節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直

で回復の見込のない場合をいいます。

（2）「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合、また

は人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。

（3）「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的、運動範囲

の２分の１以下で回復の見込がない場合をいいます。

８　脊柱の障害

（1）「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわ

かる程度以上のものをいいます。

（2）「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、また胸椎以下における前後

屈、左右屈および左右回旋の３種の運動のうち、２種以上の運動が生理的範囲の２分の１以

下に制限された場合をいいます。

（3）「脊柱（頸椎を除く）の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋

の３種の運動のうち２種以上の運動が生理的範囲の３分の２以下に制限された場合をいいま

す。

９　手指の障害

（1）手指の障害については、５手指をもって１手として取り扱い、個々の手指の障害につきそ

れぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。

（2）「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指

節間関節以上を失ったものをいいます。

（3）「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の２分の１以上を失った場合、また

は手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節（第１指（母指）においては指節間関節）の

１
4
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運動範囲が生理的運動範囲の２分の１以下で回復の見込のない場合をいいます。

10 足指の障害

（1）「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

（2）「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第１指（母指）は末節の２分の１以上、その他

の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節（第

１指（母指）においては指節間関節）が強直し、その回復の見込みのない場合をいいます。

別表４ 身　体　の　同　一　部　位
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身体部位の名称は、次の図のとおりとします。
遠
位
指
節
間
関
節
近
位
指
節
間
関
節

指
節
間
関
節

中
手
指
節
関
節

指
節
骨

中
手
指
節
関
節

末
節

手 　 骨

肩関節

ひじ関節

手関節

また関節

ひざ関節

足関節

下   肢

上   肢

遠位指節間関節

足　　骨

指節間関節

近位指節間関節

末
節 指

節
骨

中
足
骨

足
根
骨

中
足
指
節
関
節
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節

（
手
を
失
っ
た
こ
と
）

手
の
三
大
関
節

（
足
を
失
っ
た
こ
と
）

足
の
三
大
関
節

１身体の同一部位

（1）１上肢については、肩関節以下をすべて同一部位とします。

（2）１下肢については、また関節以下をすべて同一部位とします。

（3）眼については、両眼を同一部位とします。

（4）耳については、両耳を同一部位とします。

（5）脊柱については、頸椎以下をすべて同一部位とします。

（6）別表３の第１級の４、５、６、もしくは７、第２級の８、９もしくは10、第３級の16

または第４級の26の障害に該当する場合には、両上肢、両下肢、１上肢と１下肢、10

手指または10足指をそれぞれ同一部位とします。



別表５ 高度障害保険金の支払対象となる高度障害状態

備　考

１．常に介護を要するもの

「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・

起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

２．眼の障害（視力障害）

（1）視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。

（2）「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をい

います。

（3）視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

３．言語またはそしゃくの障害

（1）「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。

① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種以上の発

音が不能となり、その回復の見込のない場合

② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回

復の見込のない場合

③　声帯全部のてき出により発音が不能な場合

（2）「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、

その回復の見込のない場合をいいます。

４．上・下肢の障害

「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、

上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、

ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、そ

の回復の見込のない場合をいいます。

（全国町村等職員弔慰金規程）
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1．両眼の視力を全く永久に失ったもの

2．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

3．中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

4．胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

5．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

6．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

7．１上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永

久に失ったもの

8．１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの



別表６ 災害保険金の支払対象となる感染症

（全国町村等職員弔慰金規程）
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コレラ

腸チフス

パラチフスA

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

ペスト

ジフテリア

急性灰白髄炎（ポリオ）

ラッサ熱

クリミヤ・コンゴ出血熱

マールブルグウイルス病

エボラウイルス病

痘瘡

重症急性呼吸器症候群〔SARS〕

（ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。）



事務取扱の手引





Ⅰ　契約更新時の事務取扱について

１．更新書類について

（1）加入団体から都道府県町村会へ提出する書類

ア．弔慰金全員一括加入団体の場合（弔慰金額を全員同額とする場合）

○新規加入申込票 第１号様式 ４部作成３部提出

○増額加入申込票 第１－２号様式 ４部作成３部提出
（全員一括増額の場合に提出）

○団体生命共済加入更新申込書兼送金通知書

第２号様式 ４部作成３部提出

○脱退者通知書 第３－１号様式 ４部作成３部提出

○更新加入申込書 第４号様式 ３部作成２部提出

イ.弔慰金全員一括加入団体以外の場合（弔慰金額が全員同額でない場合）

○新規加入申込票 第１号様式 ４部作成３部提出

◯増額加入申込票 第１－２号様式 ４部作成３部提出
（増額者がいる場合に提出）

○団体生命共済加入更新申込書兼送金通知書

第２号様式 ４部作成３部提出

○更新加入申込書 第４号様式 ３部作成２部提出

（2）都道府県町村会から全国町村会へ提出する書類

○加入申込票送付書 第５号様式 ３部作成２部提出

○新規加入申込票

◯増額加入申込票（注）

○団体生命共済加入更新申込書兼送金通知書

○脱退者通知書（上記アの団体）

○更新加入申込書（注）
（注）上記アの団体で全員一括増額の場合、または上記イの団体

２．更新書類の提出締切日

○加　入　団　体　→　都道府県町村会　　４月中旬

○都道府県町村会　→　全 国 町 村 会 ４月末日

（事務取扱の手引）
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加入団体から送付された書類。

１部保管残り提出



更新書類は不備のないように、加入団体は４月中旬までに都道府県町村会へ、都道府県町村

会は４月末日までに全国町村会へ到着するように送付願います。

３．更新事務について

都道府県町村会から各種更新書類が送付されてきます。

（1）加入団体の更新事務

① 「更新加入申込書」（第４号様式）〔帳票見本26ページ〕

「更新加入申込書」の被保険者は、電算機で作成された日までの異動者（死亡、中途脱退、

中途加入）を反映した内容となっています。なお、プリントされた加入者以後に、報告書

提出済の中途加入者がある場合は書き加え、同様に提出済の中途脱退者がある場合は抹消

してください。

更新時に脱退する被保険者については、脱退区分欄の数字を○で囲んでください。

② 「脱退者通知書」（第３－１号様式）〔帳票見本25ページ〕

弔慰金全員一括加入の団体については、上記①で、脱退区分の数字を○で囲んだ該当者

を「脱退者通知書」に記入してください。

③ 「新規加入申込票」（第１号様式）〔帳票見本23ページ〕

新規に加入する者については、下記要領により申込手続き・書類作成を行ないます。

（ア）新規に加入する者に対して事前に「全国町村等職員弔慰金制度のご案内」の回覧に

より、同内容の確認、同意の取付けを行ないます。

（イ）新規に加入する者は下記の健康等の加入条件（告知事項）に該当する者でなければ

なりません。そのため加入団体長は、下記の点に留意のうえ新規に加入する者が同告

知事項に該当しているか確認を行ないます。

（事務取扱の手引）
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３月上旬
・第１号様式
・第１－２号様式
・第２号様式
・第３－１号様式
・第４号様式
・第５号様式

３月中旬
・第１号様式
・第１－２号様式
・第２号様式
・第３－１号様式
・第４号様式

４月末日
・第１号様式
・第１－２号様式
・第２号様式
・第３－１号様式
・第４号様式
　（全員一括加入団体以外または
　　全員一括増額の団体の場合）

・第５号様式

４月中旬
・第１号様式【新規加入申込票】
・第１－２号様式【増額加入申込票】
　（全員一括増額の団体または増額者がいる団体の場合）

・第２号様式
　【団体生命共済加入更新申込書兼送金通知書】
・第３－１号様式【脱退者通知書】
　（全員一括加入団体の場合）

・第４号様式【更新加入申込書】

全
国
町
村
会

都
道
府
県
町
村
会

加
入
団
体



健康等の加入条件（告知事項）

告知事項についての留意点

（ウ）告知事項に該当する者については、まとめて新規加入申込票（第１号様式）を作成

します。

（エ）告知事項に該当するか判断が難しい者等については、上記（ウ）とは別に新規加入

申込票（第１号様式）を作成し、団体保険被保険者告知書に被保険者本人が記入・署

名・押印したものを添付してください。

提出いただいた団体保険被保険者告知書により保険会社で加入の可否判断を行ない

ますが、記入内容によっては、加入できない場合もあります。

（オ）新規加入・増額加入するとき、高度障害保険金・災害保険金・障害給付金の原因と

なる疾病・傷害が加入（増額）日前に生じていたときは、その疾病や傷害等について

告知いただいている場合でもお支払いの対象にはなりません。

（事務取扱の手引）
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１．新規加入・増額を申し込む者は当団体に所属しており、正常に勤務していない者、

もしくは健康な日常生活を営んでいない者はおりません。

２．新規加入・増額を申し込む者のうち、告知日から過去１年以内に、病気やけがに

より２週間以上欠勤した者はいません。

１．告知事項１～２の確認は、加入団体長が当該加入者について現在の職場における

勤務状況、健康診断等の状況から確認いただくものです。

２．告知事項１の「正常に勤務していない者」とは、出勤状況において、現在業務に

支障を及ぼすとみられるような欠勤等がある者のことです。出勤状況で正常に勤務

しているか否かの確認ができる場合は、「健康な日常生活を営んでいない者」につ

いての確認は不要です。

３．告知事項２の「２週間以上欠勤」とは、連続２週間以上（休日を含む）職場に出

勤しないで休むことです。なお、新規（中途）採用者については入庁前の勤務履歴

がないため、あらためて入庁前の確認は不要です。

（注）平成27年５月より告知事項３（加入者の障がい状態に関する質問）が廃止になりま

した。



④「団体生命共済加入更新申込書兼送金通知書」（第２号様式）〔帳票見本24ページ〕

（ア）弔慰金全員一括加入の団体

上記①、②、③の資料から作成していただきます。

（イ）全員一括加入以外の団体

上記①、③の資料から更新加入者の集計をしていただきます。

⑤「増額加入申込票」（第１－２号様式）〔帳票見本23ページ〕

全員一括増額の場合または増額する加入者がいる場合は、上記③の新規加入者が加入する

場合と同様に、加入団体長が告知事項を確認して本票を作成し、更新加入申込書に必ず添

付して提出してください。

ただし、告知事項に該当するか判断が難しい場合は、当該加入者に「団体保険被保険者告

知書」を記入押印していただき、本票に添付してください。（記入内容によっては増額でき

ない場合もあります。）

⑥送付書類の確認をし、都道府県町村会へ発送します。

⑦別途、更新掛金を指定口座へ送金します。

（2）都道府県町村会の更新事務

①加入団体から更新必要書類および掛金を受けたとき、「加入申込票送付書」（第５号様式）

を作成します。

②都道府県町村会で１部保管し２部を他の更新書類と共に全国町村会へ送付します。

③別途、更新掛金を指定口座へ送金します。

４．更新書類の作成要領

（1）新規加入申込票（第１号様式）〔帳票見本23ページ〕

加入団体にて告知事項に該当する者について、まとめて新規加入申込票（第１号様式）を

作成し、被保険者告知書を作成する者は、別に新規加入申込票（第１号様式）を作成し、同

告知書を添付します。

①作成部数

加入団体にて４部作成。（加入団体１部控、支部提出用１部、全国町村会提出用２部。）

②支部コード・加入団体コード

本会に定める「加入市町村等団体コード一覧表」により２桁数字の当該支部番号および５

桁数字の当該団体番号及び２桁の枝番号を記入してください。

③加入団体名、加入団体長役職氏名、印

加入団体長が告知事項を確認し、氏名を記名、押印してください。加入申込者が９名以上

になる場合の２枚目以降には記入不要です。

（事務取扱の手引）
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④加入時期

更新加入年月を記入します。

⑤被保険者番号

更新加入被保険者の最後の番号以後を連番で記入します。

⑥被保険者氏名、印

被保険者が同制度に加入することおよび個人情報の取扱いについてを同意したうえで、氏

名をカタカナで記入し、１枚目の全国町村会提出用にのみ押印願います。

⑦性別

男・女の区分を○で囲んでください。

⑧生年月日

和暦で記入します。年号の区分は○で囲んでください。

⑨弔慰金額

定められた弔慰金額を万円単位で記入します。

⑩小計

人員、弔慰金のページ毎の合計を記入します。

⑪合計

団体保険被保険者告知書添付者を含めて最終ページにページ毎の合計を集計して記入します。

「合計掛金」は、（ ×300円）の計算にて記入します。

（2）増額加入申込票（第１－２号様式）〔帳票見本23ページ〕

加入者全員一括増額する場合、または一部の加入者が増額する場合は、新規加入者と同様

の加入団体長による告知事項の確認手続きが必要です。その場合、同申込票を作成します。

①支部コード、団体（枝番号を含む）コード

本会に定める「加入市町村等団体コード一覧表」により記入します。

②増額時期

増額年月を西暦で記入します。

③増額者人数

加入団体長が、増額者について告知事項に該当するか確認のうえ、増額を申し込む人数を

記入します。

告知事項に該当するか判断が難しい場合は、該当増額者が記入・押印の「団体保険被保険

者告知書」を必ず添付してください。

④加入団体名、加入団体長役職氏名、印

加入団体長が告知事項を確認のうえ、同記名・押印してください。

弔慰金額合計
10万円

（事務取扱の手引）
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（3）団体生命共済加入更新申込書兼送金通知書（第２号様式）〔帳票見本24ページ〕

ア．弔慰金全員一括加入団体の場合

①作成部数

加入団体にて４部作成。（加入団体１部控、支部提出用１部、全国町村会提出用２部。）

②支部コード、団体（枝番号を含む）コード

本会に定める「加入市町村等団体コード一覧表」により記入します。

③「加入人員」欄

（ i ）前年度末加入者数……A

「更新加入申込書」（第４号様式）の最終ページ下段の合計人員（電算機にてプリン

ト）を記入します。なお、プリントされた加入者以後に、報告書提出済の中途加入

及び中途脱退した職員がある場合、その人員を加算減算の上記入します。

（ii）脱退者数（更新時）……B

「更新加入申込書」の既加入者内で５月更新時に脱退する人員を記入します。

「更新加入申込書」の脱退者は、脱退区分の数字を○で囲んだのち「脱退者通知書」

（第３－１号様式）に記入します。記入された人員と該当の脱退者数は一致すること

になります。

（iii）新規加入者数（更新時）……C

「新規加入申込票」（第１号様式）の合計人員を記入します。

（iv）本年度加入者数……D

（A－B＋C）の計算結果を記入します。

④「加入者１人当り弔慰金額」……E

１人当り弔慰金を万円単位で記入します。（ ）内には、前年度の１人当り弔慰金額を記

入してください。尚、前年度が弔慰金一括加入団体でない場合については記入不要です。

⑤「弔慰金総額」……F

（E×D）の計算結果を記入します。

⑥「掛金」

（ ×300円）の計算結果を記入します。

イ．弔慰金全員一括加入団体以外の場合

①作成部数

加入団体にて４部作成。（加入団体１部控、支部提出用１部、全国町村会提出用２部。）

②支部コード・団体コード

本会に定める「加入市町村等団体コード一覧表」により記入します。

F
10万円

（事務取扱の手引）
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③加入人員・弔慰金総額・掛金

（ i ）更　新

「更新加入申込書」（第４号様式）の最終ページ下段に、既加入者に対して手入れ

（脱退、弔慰金変更）された結果を集計します。その集計結果を当該に記入します。

（ii）新　規

「新規加入申込票」（第１号様式）の最終ページ合計欄内の人員、弔慰金額、合計掛金

を転記します。

（4）脱退者通知書（第３－１号様式）〔帳票見本25ページ〕

５月更新時の脱退者のみ記入願います。既に報告いただいた期中脱退者は記入不要です。

①作成部数

加入団体にて４部作成。（加入団体１部控、支部提出用１部、全国町村会提出用２部。）

②支部コード、団体（枝番号を含む）コード

本会に定める「加入市町村等団体コード一覧表」により記入します。

③加入団体名、加入団体長役職氏名、印

脱退者が21名以上になる場合の２枚目以降には記入不要です。

④被保険者番号

「更新加入申込書」（第４号様式）の被保険者番号と同一番号を記入します。

⑤被保険者氏名

脱退者の氏名をカタカナで記入してください。

⑥合計

脱退者総数を最終ページに記入します。

（5）更新加入申込書（第４号様式）〔帳票見本26ページ〕

電算機にて既被保険者の内容をプリントしてあります。

３月上旬頃作成しますが、作成の直前（２月中旬）までの異動者（中途加入、中途脱退、

死亡）を反映した内容となっています。

①作成部数

加入団体にて３部作成します（加入団体１部控、支部提出用１部、全国町村会提出用１部。）

②支部コード、加入団体（枝番号を含む）コード、加入団体名

本会に定める「加入市町村等団体コード一覧表」により、プリントされています。

③加入団体長氏名、印

全てを記入後、記名・押印してください。なお、当書類の２枚目以降には記入不要です。

④被保険者番号・被保険者氏名・弔慰金額

電算機でプリントされています。

（事務取扱の手引）
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⑤脱退区分

（ i ）脱退者の場合

「脱退区分」の数字を○で囲んでください。

（ii）死亡者がプリントされている場合（異動が反映されていないとき）は上記（ i ）同様

○で囲んでください。

⑥増減額

弔慰金額を、増額または減額する場合には、「変更後弔慰金額」欄に新しい弔慰金額を記入

してください。

⑦合　計

最終ページに、電算機にて人員、前年度弔慰金の合計がプリントされていますので、手入

れされた当年度更新内容を集計し記入します。

⑧その他

（ i ）プリントされた加入者以後に、新規加入申込票提出済の中途加入者があればリストの

末尾に加えてください。

（ii）プリントされた加入者以後に、脱退者通知書（期中脱退者用）提出済の中途脱退者が

あればリストから抹消してください。

（6）加入申込票送付書（第５号様式）〔帳票見本26ページ〕

①作成部数

支部にて３部作成。（支部１部控、全国町村会提出用２部。）

②団体番号（枝番号を含む）

本会に定める「加入市町村等団体コード一覧表」によりプリントされています。

③町村名

加入団体名がプリントされています。

④加入人員、弔慰金、掛金

加入団体から送付されてくる「団体生命共済加入更新申込書兼送金通知書」の内容を記入

します。

⑤小　計

加入人員、弔慰金、掛金のページ合計を記入します。

⑥総　計

最終ページに、加入人員、弔慰金、掛金の総合計を記入します。

このとき、検証として、

（ ×300円）が掛金総額と一致するか計算してください。弔慰金総額
10万円

（事務取扱の手引）
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（事務取扱の手引）
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下記被保険者の脱退を通知いたします。

１ ３４ ５６ ７８ １４ １５ １６ ２１

１

２

３

４

５

６

７

８

２２ ３１ ３２ ３３ ３４ ５３ ５４ ５５ ５６ ６１ １２３ １２４

被保険者番号 被保険者氏名（カタカナ）

制度番号

区分
家族 異動

事由

在退
区分支部コード

０３

２１６０３ ０２０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

性　別
生　年　月　日

年　月　日
備　考

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

ＷＧ１００１
提出用
全国町村会

加入団体名

加入団体長
印

全国町村会長　殿

（第３－２号様式）

（提出日）
年 月 日

男

１ ０ ３ ４

女 昭和 平成

平成

４

男

１

女 昭和

０ ３

平成

４

男

１

女 昭和

０ ３

平成

４

男

１

女 昭和

０ ３

平成

４

男

１

女 昭和

０ ３

平成

４

男

１

女 昭和

０ ３

平成

４

男

１

女 昭和

０ ３

平成

４

男

１

女 昭和

０ ３

該当の数字を○で囲んでください

異動コード 団体コード・枝番 脱退年月（西暦）

６０

６０

６０

６０

６０

６０

６０

６０

職・氏　名

団体生命共済脱退者通知書（期中脱退者用）

退　職　日

（注１）脱退月が５月（更新月）以外のとき、この通知書を使用してください。
　　　　（脱退月が５月のときは、第３－１号様式を使用してください。）
（注２）死亡者又は高度障害については、提出不要です。

脱退年月は退職日の翌月となります。

元　号



（事務取扱の手引）
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Ⅱ　中途加入時の事務取扱について

中途加入者は新規加入となるため、新規加入者（３．更新事務（１）加入団体の更新事務③

「新規加入申込票」の取扱い参照）と同様の加入団体長による告知事項の確認手続きが必要です。

１．中途加入時の提出書類

（1）加入団体から都道府県町村会へ提出する書類

○新規加入申込票 第１号様式 ４部作成３部提出

（2）都道府県町村会から全国町村会へ提出する書類

○加入申込票送付書 第５号様式 ３部作成２部提出

○新規加入申込票……加入団体から送付された書類

１部保管２部提出

注　４月１日以降（４月中）採用の者は、中途加入の手続きを省略し、５月１日の更新時に、

新規加入の手続きをしてください。

２．中途加入時の書類作成要領

（1）新規加入申込票（第１号様式）〔帳票見本23ページ〕

作成要領は、更新時と同様ですが、下記の点について注意願います。

①加入時期

期中の中途加入する年月を記入してください。中途加入する職員は、加入月の１日から

の加入となります。なお、５月加入の追加については、別途追加掛金が必要となります。

②合計掛金

（ i ）弔慰金額全員一括加入団体の場合

中途加入人員が更新契約時の総加入人員数の10％（年間通算）をこえたときは、10％

をこえた人員分について掛金を払込むことになります。

（ii）弔慰金額全員一括加入以外の団体の場合

中途加入時には、掛金を払込むこととなります。

以上のことから、掛金を払込む場合は各人の加入時期に応じての掛金を集計して記入します。

Ⅲ　中途脱退時の事務取扱について

退職等により保険期間の中途に職員の資格を失った場合は、保険契約の被保険者の資格もな

くなります。

保険契約上は、被保険者の資格を失った日の翌月１日をもって脱退となり、脱退日以降の保

険の効力はなくなります。

その場合は、保険期間中途脱退用「脱退者通知書」（第３－２号様式）を脱退日前月末までに

全国町村会に提出してください。（死亡又は高度障害保険金を支払った加入者については提出不

要です。）

（事務取扱の手引）
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なお、中途脱退用「脱退者通知書」（第３－２号様式）を期日までに提出された場合は、死亡

または高度障害保険金を支払った場合と同様に、保険期間終了後（毎年５月頃）に加入者の未

経過掛金が都道府県町村会経由にて加入団体へ返金されます。

また、市町村合併により加入団体が中途脱退する時は、随時未経過月掛金が同様に返金され

ます。

Ⅳ　契約内容変更訂正請求書について

結婚等により改姓された場合または被保険者リストの氏名・性別・生年月日が誤ってプリント

されている場合は下記の用紙にてご通知ください。

（事務取扱の手引）
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団体生命共済契約申込書内容　 　請求書変更
訂正

全国町村会
提出用

ＷＧ１００４

加入団体長
職 ・ 氏 名

（氏名・性別・生年月日）

印

＊変更前の行は、被保険者番号、被保険者名、性別、生年月日　すべてご記入下さい。
＊変更後の行は、変更がある項目のみご記入下さい。

生　年　月　日

年年　号 月 日
性別（カナ文字で記入）

被保険者番号

変更前
（訂正前）

変更後
（訂正後）

１６ ２５

２９ ４８

１　男性

４　平成

被 保 険 者 氏 名

団体コード 枝　番支部コード
６ ７８ １２１３ １４

（提出日）　　　　年　　　　月　　　　日

１　男性

全国町村会長　殿

（訂正後）

被保険者番号
１６ ２５

変更後

変更前
（訂正前）

２９

１　男性

１　男性

性別（カナ文字で記入）
被 保 険 者 氏 名

４８

年

生　年　月　日

年　号 日月

（訂正後）

被保険者番号
１６ ２５

変更後

変更前
（訂正前）

２９

１　男性

１　男性

性別（カナ文字で記入）
被 保 険 者 氏 名

４８

年

生　年　月　日

年　号 日月

（訂正後）

被保険者番号
１６ ２５

変更後

変更前
（訂正前）

２９

１　男性

１　男性

性別（カナ文字で記入）
被 保 険 者 氏 名

４８

年

生　年　月　日

年　号 日月

加入団体名

０　女性

０　女性

０　女性

０　女性

０　女性

０　女性

０　女性

０　女性

（第７号様式）

２６．３．４×＊＊＊　三生

４　平成

３　昭和

４　平成

３　昭和

４　平成

３　昭和

４　平成

３　昭和

４　平成

３　昭和

４　平成

３　昭和

４　平成

３　昭和

３　昭和



Ⅴ　加入者番号変更届について

加入者番号を変更する場合は、下記の用紙にてご通知ください。

（事務取扱の手引）
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団体生命共済加入者番号変更届

全国町村会 御中
（　　　　   年　　　月　　　日）

異動コード 制度番号 支部コード 加入団体コード 枝番 在退区分
1 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15

0 03 9 03

全国町村会
提出用

旧加入者番号 新加入者番号加入者氏名
16 26 3525

合計
名

5

10

15

20

No.

加入団体名

加入団体長
職・氏　名 印



Ⅵ 弔慰金請求の手続きについて

１．請求に必要な書類

下表○印の書類①～⑦を取付けのうえ、都道府県町村会経由で全国町村会へ提出願います。

下記のほか、特に必要と認めた書類を提出していただくことがありますからあらかじめお

含みおきください。（新規加入、増額後１年以内の死亡、高度障害の場合、過去の出勤簿原本

の写しを提出いただくことがあります。）

（＊）「別に定める感染症」とは全国町村等職員弔慰金規程別表６に定める災害保険金の支払対
象となる感染症。

①弔慰金請求書（第６号様式）〔帳票見本34ページ〕

加入団体にて４部作成してください。（加入団体１部控、支部提出用１部、全国町村会

提出用２部）

不備のないように記入願います。

特に、「被保険者または弔慰金の受給者の記入欄」への弔慰金受給者（給付金の場合は

被保険者）の署名・押印（請求書１枚目）を必ず取り付け願います。

②死亡証明書〔帳票見本35ページ〕・③障害診断書〔帳票見本36ページ〕

できる限り所定様式の診断書を使用してください。特に、高度障害又は障害のときは

査定項目の不備等の為、再度取り直しを要することがありますので、かならず、所定

（事務取扱の手引）
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支払事由

請求書類

死亡の場合 障
害
の
場
合

疾
病
に
よ
る

不慮の事故
又は別に定
める感染症（＊）

疾病による

①　弔 慰 金 請 求 書
（第６号様式）

◯ ◯ ◯ ◯ ４通

②　死 亡 証 明 書
（診断書様式第１号）

◯ ◯ １通

③　障 害 診 断 書
（診断書様式第２号）

◯ ◯ １通

④　戸籍謄（抄）本 ◯ ◯ １通

⑤　交 通 事 故 証 明 書
（交通事故の場合）

◯ ◯ １通

⑥　事 故 状 況 報 告 書 ◯ ◯ １通

⑦　弔慰金支払報告書 ◯ ◯ １通

高度障害の場合 取
付
け
部
数

（感染症の場合は不要）

（コピー可）

（コピー可）





３．弔慰金等の支払期限

弔慰金等の支払期限は下記のとおりであり、支払期限を超えた場合は、保険会社は弔慰金等

とともに遅延利息を支払います。

＜支払期限＞

（事務取扱の手引）
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支払期限の始期
支払期限
提出書類で弔慰金等を支払う
ための確認ができる場合
弔慰金等を支払うための確認
が必要な場合

上記の確認に際し、医療機関
または医師に対する照会が照
会先の指定する書面等の方法
に限定される場合

上記確認を行うために特別な
照会や調査が必要な場合

支払期限の終期

必要な書類が保険会社に到着した日の翌日（注１）

5営業日

45日

60日

180日

保険金の着金日の１営業日前（注２）

（注１）書類が全国町村会から保険会社に到着した日の翌日になります。
（注２）保険会社から全国町村会の口座への振込みを金融機関へ依頼した日です。



４．高度障害の弔慰金・障害給付金の請求にあたって

保険会社による高度障害の弔慰金・障害給付金の事前査定の取扱いが、より速やかに弔慰金

等を支払う観点から廃止となりましたが、正式な請求に先立っての事前の照会を希望する場合

につきましては、各都道府県町村会経由で全国町村会に連絡してください。

５．診断書取得費用について

・弔慰金・障害給付金をご請求いただいたものの、お支払いできる弔慰金・障害給付金が全

くなかった場合に「診断書取得費用相当額」として、一律5,000円＋消費税相当額を引受

保険会社が負担いたします。

但し、下記の一定要件を満たすご請求の場合に限ります。 

＊１回のご請求で、弔慰金・障害給付金を全くお支払いできない場合に限ります。

＊ご提出いただいた診断書が「所定の診断書（診断書様式１号・２号）」の原本である場合に

限ります。

＊弔慰金・障害給付金請求を取り下げられた場合、または、詐欺による取消し・不法取得目

的による無効の免責事由に該当した場合は、対象外となります。

＊「診断書取得費用相当額」は、実際にかかった費用にかかわらず、診断書１枚につき一律

5,000円＋消費税相当額といたします。

＊ご提出いただいた診断書は返却いたしません。

＊原則、診断書料のご負担者に返金いたします。お支払い口座については、別途「送金先指

定書」に送金先口座を指定していただきます。

（事務取扱の手引）
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（事務取扱の手引）
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診
断
確
定
日
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

急
性
心
筋

脳
卒
中

要
　・
　不
要

後
遺
症
有
り

後
遺
症
無
し

後
遺
症
の
詳
細
に
つ
い
て
記
入
願
い
ま
す
。

初
診
日
（
前
医
が
あ
る
場
合
は
前
医
へ
の
初
診
日
）
か
ら
６０

日
時
点
で
の
中
枢
神
経
系
後
遺
症
に
つ
い
て
ご
記
入
下
さ
い
。

病
理
組
織
診
断
名

［
　
Ｔ
　
Ｎ
　
Ｍ
　
］

お 願 い 　 訂 正 の 場 合 必 ず 証 明 印 に よ る 訂 正 印 を 捺 印 願 い ま す 。

病
名
を
告

げ
た
時
期

死
亡
診
断
（
死
体
検
案
）
年
月
日

上
記
の
と
お
り
証
明
す
る
。

有 無

そ
の
他

年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
本
人
の
特
徴
、
身
長
、
体
格
、
酒
量
、
習
癖
、
そ
の
他
の
事
項
）

（
死
因
病
名
や
そ
の
他
の
病
名
を
患
者
又
は
家
族
に
い
つ
ど
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
ま
し
た
か
。）

本
人
に
は
（
　
　
　
　
年
　
　
　
　月
　
　
　
　日
頃
）
に
病
名
を
（
　

）
と
告
げ
た
。

家
族
に
は
（

年
　
　
　
　月
　
　
　
　日
頃
）
に
病
名
を
（
　

）
と
告
げ
た
。

医
　師
　名

医
療
機
関
名

そ
の
所
在
地

印

年
　
　
　
月
　
　
　
日

本
証
明
書
発
行
年
月
日

原
本
の
複
写
又
は
コ
ピ
ー
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
に
捺
印
し
て
く
だ
さ
い
。

病
院
又
は
診
療
所
等
の
名
　
　
　
称

医
師
氏
名

所
在

地

初
診
日
（
前
医
が
あ
る
場
合
は
前
医
へ
の
初
診
日
）
か
ら
６０
日
時
点
で
労
働
の
制
限
を
ひ
き
続
き
必
要
と
し
て
い
ま
し
た
か
。

（
こ
こ
で
、
労
働
の
制
限
と
は
、
軽
労
働
や
座
業
は
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
の
活
動
で
は
制
限
を
必
要
と
す
る
状
態
を
言
い
ま
す
。）

（
イ
）

（
ウ
）

（
ア
）

前
医
又
は

紹
介
医

袱

●
手
術
部
位
が
手
指
、
足
指
の
場
合
［
　Ｍ
Ｐ
関
節
よ
り
末
梢
　・
　Ｍ
Ｐ
関
節
よ
り
中
枢
　・
　Ｍ
Ｐ
関
節
上
　］

　
６
　
経
皮
的
　
　
７
　
経
尿
道
的
　
　
８
　
経
膣
的
　
　
９
　
レ
ー
ザ
ー
　
　
１０
　
そ
の
他
（

）

　
１
　
開
頭
術
　
　
２
　
穿
頭
術
　
　
　
３
　
開
胸
術
　
　
４
　
開
腹
術
　
　
　
５
　
フ
ァ
イ
バ
ー
ス
コ
ー
プ
ま
た
は
カ
テ
ー
テ
ル
術

診
療
報
酬
区
分
番
号

終
了
　
　
　年
　
　
　月
　
　
　日

開
始
　
　
　年
　
　
　月
　
　
　日

●
筋
骨
関
係
手
術
の
場
合
［
　観
血
　・
　非
観
血
　］
　
●
植
皮
術
・
皮
弁
形
成
の
場
合
［
　２
５

て
く
だ
さ
い
。

放
射
線
照
射

部
位

に
○
印
を
つ
け

該
当
す
る
項
目

手
術
の

手
術
名

内
　
容

種
類
・

Ｊ

期
間

Ｋ
－

総
線
量

グ
レ
イ

未
満
　・
　顔
面
部
　・
　顔
面
部
以
外
　］

年
月

日

手
術
日

以
上
　・
　２
５
袱

※（
イ
）（
ウ
）に
つ
い
て
、
急
性
心
筋
梗
塞
ま
た
は
脳
卒
中
発
症
後
の
初
診
日
か
ら
６０
日
未
経
過
の
う
ち
に
患
者
様
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
場
合
は
、
記
入
不
要
で
す
。

悪
性
新
生
物

梗
塞

Ⅱ
に
関
し
て

実
施
し
た
手
術

※
死
亡
に
い
た
る
ま
で
に
、
下
記
の
疾
患
に
罹
患
し
て
い
た
場
合
に
は
、
以
下
を
ご
記
入
願
い
ま
す
。

１４
．
死
亡
の
原
因
Ⅰ
の
発
症
（
受
傷
）
か
ら
死
亡
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
（
検
査
、
治
療
内
容
等
）

１５
．
死
亡
の
原
因
Ⅱ
の
発
症
（
受
傷
）
か
ら
死
亡
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
（
直
接
死
因
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
か
）

死
亡
の
原
因
Ⅰ
，

１６
．

１７
．

１８
．

１９
．
悪
性
新
生
物
・
急
性
心
筋
梗
塞
・
脳
卒
中
に
罹
患
し
て
い
た
場
合

２０
．

２１
．

撮 裏
面
あ
り

死
　
亡
　
証
　
明
　
書

氏
　
　
　
名

１
．

１０
．

９
． と
　
　
　
き

そ
の
種
別

及
び

と
こ

ろ
死
亡
し
た

３
． 住
　
　
　
所

５
． 発
病
年
月
日

７
． 入
　
　
　
院

２
． 生
年
月
日

６
． 初
　
　
診

退
　
　
院

４
． 職
　
　
業

男 女

明
　治
　
　
昭
　和

大
　正
　
　
平
　成

年
　
　
　
月
　
　
　
日

午
　前

午
　後

７
　そ
の
他

施
設
の
名
称

種
別
１
～
５
の

死
亡
し
た

と
こ
ろ
の
種
別

死
亡
し
た

と
こ

ろ

Ⅰ Ⅱ 手 術 解 剖

死
亡
の
原
因

１１
．

１２
．

死
亡
の
種
類

１３
．

外
因
死
の

追
加
事
項

傷
害
が
発
生

し
た
と
こ
ろ

傷
害
が
発
生

し
た
と
こ
ろ

傷
害
が
発
生

の
種

別

し
た
と
き

手
段
及
び
状
況

都
　道

府
　県

市 郡

区 町
　村

１
　住
居
　
２
　工
場
及
び
建
築
現
場
　
３
　道
路
　
４
　そ
の
他

１
従
業
中

　
従
業
中

２
で
な
い

　
と
　
き

３
不
明

年
　
　
　
月
　
　
　
日

時
　
　
　
分

午
　前

午
　後

症
）
又
は

受
傷
か
ら

死
亡
ま
で

の
期
間

１
　無
　
　
２
　有
　（
有
の
場
合
は
１６
項
目
に
つ
い
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。）

１
　無

主
要
所
見

直
接
に
は
死
因
に
関

係
し
な
い
が
Ⅰ
欄
の

傷
病
経
過
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
傷
病
名
等

　（　
）
ア 直
接
死
因

（　
）
イ 　（　
）
ア
の
原
因

（　
）
ウ 　（　
）
イ
の
原
因

（　
）
エ 　（　
）
ウ
の
原
因

そ
の
他
及
び
不
詳
の
外
因
死
｛
９
　自
殺
　
１０
　他
殺
　
１１
　そ
の
他
及
び
不
詳
の
外
因
｝

不
慮
の
外
因
死
　

１２
　不
詳
の
死

　外
因
死

１
　病
死
お
よ
び
自
然
死

６
　窒
息
　
７
　中
毒
　
８
　そ
の
他

２
　有

発
病
（
発

死
亡
し
た

年
月

　日

年
月

　日

年
月

　日

年
月

　日

年
月

　日
時

分

８
．

１
　病
院
　
２
　診
療
所
　
３
　老
人
保
健
施
設
　
４
　助
産
所
　
５
　老
人
ホ
ー
ム
　
６
　自
宅

２
　交
通
事
故
　
３
　転
倒
・
転
落
　
４
　溺
水
　
５
　煙
、
火
災
及
び
火
焔
に
よ
る
傷
害

LⅠ
A
J
0
1
9
－
Ⅰ
0
1
－
2
0
0
8
0
7
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金
の
み
を
支
払
っ
た
場
合
、そ
の
領
収
書
の
コ
ピ
ー
ま
た
は
振
込
依
頼
書
控

（
振
込
金
受
取
書
）の
コ
ピ
ー
を
貼
付
し
て
報
告
す
る
た
め
に
使
用
し
ま
す
。

○
　
起
票（
作
成
）部
数
は
１
部
と
し
ま
す
。

○
　
必
ず「
弔
慰
金
請
求
書（
全
国
町
村
会
提
出
用
）」
に
添
付
の
う
え
提
出
く
だ

○
「
弔
慰
金
支
払
額
」欄
の
金
額
は
、
領
収
書
コ
ピ
ー
ま
た
は
振
込
依
頼
書
控

○
　
領
収
書
コ
ピ
ー
ま
た
は
振
込
依
頼
書
控（
振
込
金
受
取
書
）コ
ピ
ー
の
金
額

○
　
領
収
書
コ
ピ
ー
ま
た
は
振
込
依
頼
書
控（
振
込
金
受
取
書
）コ
ピ
ー
は
つ
ぎ
の

全
国
町
村
等
職
員
弔
慰
金
制
度

弔
慰
金
支
払
報
告
書

弔
慰
金
支
払
報
告
書

使
途

起
票
・
提
出
上
の
注
意

　
弔
慰
金
の
請
求
手
続
前
に
、
加
入
団
体
に
お
い
て
被
保
険
者
の
遺
族
へ
弔
慰

　 　（
振
込
金
受
取
書
）コ
ピ
ー
の
金
額
を
記
入
く
だ
さ
い
。

　
は
、「
弔
慰
金
請
求
書
」の
「
弔
慰
金
」と
同
額
か
、ま
た
は
そ
れ
以
上
の
金
額

　
（
加
入
団
体
に
お
い
て
別
途
の
支
払
金
を
併
せ
て
支
払
っ
た
場
合
）と
し
ま
す
。

　 　
よ
う
に
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

割
　
印

の
り
づ
け（
網
掛
け
）部
分

領
収
書
ま
た
は
振
込

依
頼
書
控
の
コ
ピ
ー

さ
い
。

全
国
町
村
等
職
員
弔
慰
金
制
度

弔
慰
金
支
払
報
告
書

（
加
入
団
体
長
　
職
・
氏
名
）

（
加
入
団
体
名
）

年
　
　
　
月
　
　
　
日 印

ま
す
。

領
収
書
コ
ピ
ー
ま
た
は
振
込
依
頼
書
控（
振
込
金
受
取
書
）コ
ピ
ー
を
貼
付
の
う
え
報
告
し

　
下
記
被
保
険
者
の
弔
慰
金
を
、
請
求
手
続
前
に
、
遺
族
へ
支
払
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の

　
　
　
２
．
領
収
書
ま
た
は
振
込
依
頼
書
控（
振
込
金
受
取
書
）に
記
載
さ
れ
て
い
る
金
額
は
、「
弔
慰
金
請
求
書
」の
「
弔
慰
金
」

　
　
　
　
と
同
額
か
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
金
額（
加
入
団
体
に
お
い
て
別
途
の
支
払
金
を
併
せ
て
支
払
っ
た
場
合
）と
し
ま
す
。

　
　
３
．
領
収
書
コ
ピ
ー
ま
た
は
振
込
依
頼
書
控（
振
込
金
受
取
書
）コ
ピ
ー
は
、
左
側
の「
の
り
し
ろ
」欄
に
の
り
付
け
の
う
え
、

（
注
）
１
．
本
報
告
書（
１
部
）は
必
ず「
弔
慰
金
請
求
書（
全
国
町
村
会
提
出
用
）」
に
添
付
の
う
え
提
出
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
上
記
使
用
の
印
で
割
印
願
い
ま
す
。

全
国
町
村
会
長
殿

割
印

の 　 り 　 し 　 ろの 　 り 　 し 　 ろ

被
保
険
者
氏
名

弔
慰
金
支
払
額

受
領
者
氏
名

円

都
道

府
県

町
村

組
合

（
被
保
険
者
と
の
続
柄
　
　
　
　
　
　
　
）
　



Ⅶ　還付金（配当金）について

１．還付金（配当金）について

加入団体に対する還付金は、「配当金通知書」（電算機にてプリント）と共に都道府県町村

会を経由して加入団体宛送金いたします。

２．配当金通知書

（事務取扱の手引）
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令和 年度分


